






































議案第２号 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

（一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（平成18年久慈市条例第45号）の一部を次

のように改正する。 

第18条の２第３号及び第４号並びに第18条の３第１項第１号及び第３項第１号中

「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

（消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正） 

第２条 消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成18年久慈市条例第

164号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

（行政不服審査法施行条例の一部改正） 

第３条 行政不服審査法施行条例（平成28年久慈市条例第３号）の一部を次のように

改正する。 

第14条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第４条 会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年久慈市条例第21号）の一

部を次のように改正する。 

第15条第３号及び第４号並びに第16条第１項第１号及び第３項第１号中「禁錮」

を「拘禁刑」に改める。 

（個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正） 

第５条 個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年久慈市条例第１号）の一部

を次のように改正する。 

附則第３条第４項及び第５項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

 （罰則の適用等に関する経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によ



ることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規

定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑

法等の一部を改正する法律（令和４年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」とい

う。）第２条の規定による改正前の刑法（明治40年法律第45号。以下この項におい

て「旧刑法」という。）第12条に規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期の

ものに限る。以下この項において同じ。）、旧刑法第13条に規定する禁錮（以下

「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又は旧刑法

第16条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のう

ち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘

留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 

 （人の資格に関する経過措置） 

４ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例による

こととされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定

の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁

刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期

を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする

旧拘留に処せられた者とみなす。 

 （一般職の職員の給与に関する条例の一部改正及び会計年度任用職員の給与等に関

する条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理

等に関する法律（令和４年法律第68号）並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上

の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、第１条の規定

による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第18条の３第１項（第１号に係る

部分に限る。）又は第４条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与等に関す

る条例第16条第１項（第１号に係る部分に限る。）の規定の適用については、拘禁

刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 

令和６年12月５日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

刑法の一部改正に伴い、関係条例について所要の整備をしようとするものである。 



議案第３号 

手数料条例及び国民健康保険診療所使用料及び手数料条例の一部を改正す

る条例 

（手数料条例の一部改正） 

第１条 手数料条例（平成18年久慈市条例第78号）の一部を次のように改正する。 

第２条第31号中「300円」を「350円」に改める。 

（国民健康保険診療所使用料及び手数料条例の一部改正） 

第２条 国民健康保険診療所使用料及び手数料条例（平成18年久慈市条例第85号）の

一部を次のように改正する。 

別表の２の表中 

「 点数  

を 

「 点数  

に改める。 
 213点   300点  

 320点   320点  

 213点 」  300点 」 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の手数料条例は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後に行われる印鑑登録証の交付について適用し、施行日前に行われる

印鑑登録証の交付については、なお従前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後の国民健康保険診療所使用料及び手数料条例は、施行

日以後に行われる請求に対する診断書の交付に係る手数料について適用し、施行日

前に行われる請求に対する診断書の交付に係る手数料については、なお従前の例に

よる。 

令和６年12月５日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

手数料を改定しようとするものである。 

 



議案第４号 

山形総合センター条例等の一部を改正する条例 

（山形総合センター条例の一部改正） 

第１条 山形総合センター条例（平成18年久慈市条例第79号）の一部を次のように改

正する。 

別表第２中表の部分を次のように改める。 

区分 

 

９時から12時まで 13時から17時まで 18時から22時まで 

研修室 円 円 円 

 690 920 920 

和室 660 880 880 

第１講習会室 690 920 920 

第２講習会室 660 880 880 

講堂 2,310 3,080 3,080 

（福祉の村条例の一部改正） 

第２条 福祉の村条例（平成18年久慈市条例第94号）の一部を次のように改正する。 

別表第２中表の部分を次のように改める。 

区分 単位 利用料金の上限額 附属の設備の利用

料金の上限額 幼児、児童及

び中学校生徒 

高等学校生徒

及び一般 

屋

内

温

水

プ

ー

ル 

個

人 

普通使用 １回につき 円 

330 

円 

550 

１ 野外ステージの

電灯及び電気料実

費を基準として市

長が定める額 

２ 茶室の暖房料利

用料金の額の100

分の30に相当する

額 

回数使用 10回につき 2,970 4,950 

30回につき 7,920 13,200 

50回につき 11,550 19,250 

30人以上の団

体 

１人１回につき 220 440 

野外ステージ １時間につき 550円 

茶

屋 

茶室１ 

茶室２ 

茶室３ 

１室１時間に

つき 

330円 



別表第２備考中「620円」を「680円」に改める。 

（老人福祉センター条例の一部改正） 

第３条 老人福祉センター条例（平成18年久慈市条例第105号）の一部を次のように

改正する。 

別表中表の部分を次のように改める。 

区分 単位 使用料 

60歳以上の

者 

12歳以上60歳未満の者 ６歳以上12

歳未満の者 

市外 市内 市外 市外 

個人 １回につき 円 円 円 円 

  110 110 170 60 

25人以上

の団体 

１人１回につき 90 90 110 50 

暖房料 １人１回につき 20 20 20 20 

（地域農村センター条例の一部改正） 

第４条 地域農村センター条例（平成18年久慈市条例第112号）の一部を次のように

改正する。 

別表の１の表を次のように改める。 

区分 単位 使用料又は利用料金の上限額 

９時から17時までの使用 17時から22時までの使用 

４時間未満 ４時間以上 ３時間未満 ３時間以上 

研修室兼集会室 

多目的ホール 

トレーニング室 

１室につ

き 

円 

1,010 

円 

1,320 

円 

1,010 

円 

1,320 

食生活実習室 

調理実習室 

講座室 

会議室 

和室 

営農研修室 

１室につ

き 

410 560 410 560 



集会室 

保健相談室 

健康管理室 

     

  別表の２の(1)の表を次のように改める。 

(1) 普通利用料金 

区分 単位 

利用料金の上限額 

９時から

12時まで 

12時から

17時まで 

17時から

22時まで 

９時から

17時まで 

12時から

22時まで 

９時から

22時まで 

集会室 １室につき 
円 

2,510 

円 

2,840 

円 

3,350 

円 

4,190 

円 

4,190 

円 

8,390 

講座室 １室につき 830 830 1,000 1,340 1,340 2,680 

調理実

習室 
１室につき 

1,160 1,340 1,500 2,010 2,010 4,190 

小会議

室 
１室につき 

830 830 1,000 1,340 1,340 2,680 

別表の３の表中表の部分を次のように改める。 

区分 単位 利用料金の上限額 

９時から12

時まで 

13時から16

時まで 

16時から21

時まで 

遊泳場 児童及び中学校生徒 １人につき 円 円 円 

50 50  

高等学校生徒及び一般 １人につき 100 100  

トレーニ

ング室 

児童及び中学校生徒 １人につき 50 50 90 

高等学校生徒及び一般 １人につき 100 100 190 

広場 児童及び中学校生徒 １人につき 50 50  

高等学校生徒及び一般 １人につき 90 90  

（交流促進センター条例の一部改正） 

第５条 交流促進センター条例（平成18年久慈市条例第113号）の一部を次のように

改正する。 

別表第２中表の部分を次のように改める。 



区分 単位 利用料金の上限額 

宿

泊

室 

客室１ １日までごとに 8,030円 

 客室２から客室４まで １日までごとに 6,600円 

客室５ １日までごとに 13,200円 

客室６及び客室７ １日までごとに 8,580円 

円 

Enn  

客室８及び客室９ １日までごとに 7,370円 

浴場 １人１回につき 600円 

研修室 １室１時間までごとに 550円 

伝承研修室 １室１時間までごとに 790円 

（夏井農村地域交流館条例の一部改正） 

第６条 夏井農村地域交流館条例（平成18年久慈市条例第114号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表中表の部分を次のように改める。 

区分 単位 使用料 

９時から17時までの使用 17時から22時までの使用 

４時間未満 ４時間以上 ３時間未満 ３時間以上 

集会ホール １室につき 円 

810 

円 

1,040 

円 

810 

円 

1,040 

研修室 

加工実習室 

１室につき 330 450 330 450 

（地下水族科学館条例の一部改正） 

第７条 地下水族科学館条例（平成18年久慈市条例第132号）の一部を次のように改

正する。 

別表中表の部分を次のように改める。 

区分 単位 利用料金の上限額 

児童及び中学校生

徒 

高等学校生徒及

び学生 
一般 

個

人 

普通使用 １回につき 円 円 円 

330 550 780 

年間使用 １年間につき 660 1,100 1,560 



20人以上

の団体 
１人１回につき 220 330 550 

 （平庭高原施設条例の一部改正） 

第８条 平庭高原施設条例（平成18年久慈市条例第133号）の一部を次のように改正

する。 

別表第３の１の表中 

「 １日券 シーズン券   「 １日券 シーズン券   

 300円 2,000円  を  330円 2,200円  に改める。 

 610円 5,090円 」   670円 5,590円 」  

別表第３の２の表中 

「 利用料金

の上限額 

  「 利用料金

の上限額 

  

 円 

3,250 

   円 

3,570 

 

00 

  

 4,990    5,480 

 

  

 4,580    5,030 

 

  

 6,000  を  6,600  に改める。 

 2,130    2,340   

 3,250    3,570   

 1,520    1,670   

 2,540    2,790   

 4,170    4,580   

 5,190 」   5,700 

 

」  

別表第３の３の表中 

「 利用料金

の上限額 

  「 利用料金

の上限額 

  

 円 

3,250 

 

を 

 円 

3,570 

 

に改める。 

 4,990    5,480   

 1,520    1,670  



 2,540 

0 

」   2,790 」  

別表第３の４の表中 

「 利用料金

の上限額 

  「 利用料金

の上限額 

  

 円 

140 

   円 

150 

  

 220    240   

 1,000    1,100   

 1,300    1,430   

 1,800  を  1,980  に改める。 

 2,500    2,750   

 1,000    1,100   

 2,000    2,200   

 600    660   

 1,800    1,980   

 10,000    11,000   

 20,000 」   22,000 」  

別表第３の５の表中 

「 利用料金

の上限額 

  「 利用料金

の上限額 

  

 円 

120 

  

を 

 円 

130 

  

に改める。 

 250    270   

 60    70  

 120 

0 

」   130 」  

 （内間木野外体験施設条例の一部改正） 

第９条 内間木野外体験施設条例（平成18年久慈市条例第134号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第２中 

「 市民 その他の者   「 市民 その他の者   



 円 

8,550  

円 

17,110 

   円 

9,400  

円 

18,820 

  

 530 1,060    580 1,160   

 850 1,710  を  930 1,880  に改める。 

 105 210    110 230   

 210 420    230 460   

 105 210    110 230   

 210 420 」   230 460 」  

別表第３中表の部分を次のように改める。 

区分 単位 使用料 

２時間以内の使

用 

２時間を超え４

時間までの使用 

４時間を超える

使用 

ビ

ジ

タ

ー

セ

ン

タ

ー 

市民 児童及び中

学校生徒 

１人につ

き 

円 

140 

円 

280 

円 

1,150 

高等学校生

徒及び一般 

１人につ

き 

280 570 1,730 

その他

の者 

児童及び中

学校生徒 

１人につ

き 

280 570 2,320 

高等学校生

徒及び一般 

１人につ

き 

570 1,150 3,480 

 （文化会館条例の一部改正） 

第10条 文化会館条例（平成18年久慈市条例第171号）の一部を次のように改正する。 

別表第２の１の(1)の表中表の部分を次のように改める。 

区分 
９ 時 か ら

12時まで 

13 時 か ら

17時まで 

18 時 か ら

22時まで 

９時から

22時まで 

大

ホ

ー

ル 

入場料を徴収しな

い場合 

休日 
円 

21,610 

円 

32,480 

円 

44,250 

円 

88,500 

休日以外の日 18,020 26,990 36,850 73,710 

1,000円以下の入場

料を徴収する場合 

休日 28,110 42,220 57,470 115,060 

休日以外の日 23,400 35,050 47,940 95,780 



1,001 円以上 3,000

円以下の入場料を

徴収する場合 

休日 34,610 51,860 70,800 141,610 

休日以外の日 28,780 43,240 59,030 117,970 

3,001 円以上 5,000

円以下の入場料を

徴収する場合 

休日 41,100 61,610 84,130 168,150 

休日以外の日 
34,270 51,300 70,010 140,040 

5,001円以上の入場

料を徴収する場合 

休日 47,600 71,350 97,350 194,710 

休日以外の日 39,650 59,480 81,110 162,220 

小

ホ

ー

ル 

入場料を徴収しな

い場合 

休日 7,830 11,640 15,900 31,810 

休日以外の日 6,490 9,740 13,210 26,540 

1,000円以下の入場

料を徴収する場合 

休日 9,740 14,560 19,820 39,760 

休日以外の日 8,060 12,210 16,570 33,150 

1,001 円以上 2,000

円以下の入場料を

徴収する場合 

休日 11,640 17,460 23,850 47,710 

休日以外の日 9,740 14,670 19,930 39,870 

2,001 円以上 3,000

円以下の入場料を

徴収する場合 

休日 13,660 20,380 27,770 55,680 

休日以外の日 11,300 17,020 23,290 46,480 

3,001円以上の入場

料を徴収する場合 

休日 15,560 23,290 31,810 63,630 

休日以外の日 12,990 19,490 26,540 53,090 

展

示

室 

入場料を徴収しない場合 5,360 7,950 10,970 21,840 

1,000円以下の入場料を徴収する場合 8,060 11,970 16,460 32,820 

1,001円以上の入場料を徴収する場合 10,630 16,010 21,840 43,690 

練習室 2,570 3,240 4,250 9,070 

視聴覚室 2,230 2,790 3,690 7,830 

第１会議室 1,450 1,780 2,340 5,030 

第２会議室 1,450 1,780 2,340 5,030 

第３会議室 1,450 1,780 2,340 5,030 

ミーティングルーム 1,110 1,340 1,780 3,800 

主催者控室 670 890 1,110 2,460 



第１楽屋 1,230 1,560 2,010 4,360 

第２楽屋 1,230 1,560 2,010 4,360 

第３楽屋 670 890 1,110 2,460 

第４楽屋 1,340 1,670 2,230 4,690 

第５楽屋 890 1,110 1,450 3,130 

第６楽屋 890 1,110 1,450 3,130 

第７楽屋 550 670 890 1,900 

第８楽屋 550 670 890 1,900 

第１シャワー室 330 330 550 1,110 

第２シャワー室 330 330 550 1,110 

第３シャワー室 330 330 550 1,110 

第４シャワー室 330 330 550 1,110 

別表第２の２の(1)の表中表の部分を次のように改める。 

区分 
９ 時 か ら

12時まで 

13 時 か ら

17時まで 

18時から

22時まで 

９時から

22時まで 

ホ

ー

ル 

入場料を徴収しない

場合 

休日 
円 

7,830 

円 

11,640 

円 

14,110 

円 

25,860 

休日以外の日 6,490 9,400 11,740 21,150 

1,000円以下の入場料

を徴収する場合 

休日 9,850 14,560 17,640 32,340 

休日以外の日 8,170 11,750 14,690 26,450 

1,001円以上2,000円

以下の入場料を徴収

する場合 

休日 11,750 17,460 20,580 38,220 

休日以外の日 9,740 14,670 17,640 32,340 

2,001円以上3,000円

以下の入場料を徴収

する場合 

休日 13,770 20,380 23,510 44,090 

休日以外の日 11,410 17,020 20,580 38,220 

3,001円以上の入場料

を徴収する場合 

休日 15,670 23,290 26,450 49,980 

休日以外の日 12,990 19,490 23,510 44,090 

練習室 2,040 2,340 2,640 5,130 

第１楽屋 890 1,110 1,450 3,130 



第２楽屋 890 1,110 1,450 3,130 

 （体育施設条例の一部改正） 

第11条 体育施設条例（平成18年久慈市条例第175号）の一部を次のように改正する。 

別表第２の１の表中表の部分を次のように改める。 

区分 

利用料金の上限額 

休日以外の日 休日 

９時から

12時まで 

12時から

17時まで 

17時から

22時まで 

９時から

12時まで 

12時から

17時まで 

17時から

22時まで 

貸
切
使
用
（
１
時
間
ま
で
ご
と
に
） 

メ

イ

ン

ア

リ

ー

ナ 

入場

料等

を徴

収し

ない

場合 

アマチュ

アスポー

ツに使用

する場合 

幼児、児童

及び生徒 

円 

1,050 

円 

1,350 

円 

1,630 

円 

1,270 

円 

1,610 

円 

1,960 

一般 2,120 2,700 3,280 2,550 3,240 3,930 

その他の催しに使

用する場合 

8,510 10,830 13,160 10,200 13,000 15,800 

入場

料等

を徴

収す

る場

合 

アマチュ

アスポー

ツに使用

する場合 

幼児、児童

及び生徒 

3,190 4,050 4,930 3,820 4,870 5,910 

一般 
6,380 8,120 9,870 7,650 9,750 11,840 

その他の

催しに使

用する場

合 

営利を目的

としない場

合 

12,770 16,250 19,750 15,320 19,510 23,700 

営利を目的

とする場合 

25,540 32,520 39,520 30,640 39,020 47,420 

 

サ

ブ

ア

リ

ー

ナ 

入場

料等

を徴

収し

ない

場合 

アマチュ

アスポー

ツに使用

する場合 

幼児、児童

及び生徒 

370 460 550 440 550 670 

一般 750 930 1,110 900 1,110 1,340 

その他の催しに使

用する場合 

3,040 3,760 4,470 3,650 4,510 5,360 



入場

料等

を徴

収す

る場

合 

アマチュ

アスポー

ツに使用

する場合 

幼児、児童

及び生徒 

1,130 1,400 1,670 1,360 1,680 2,010 

一般 2,270 2,810 3,350 2,720 3,370 4,020 

その他の

催しに使

用する場

合 

営利を目的

としない場

合 

4,560 5,640 6,720 5,470 6,760 8,060 

営利を目的

とする場合 

9,140 11,280 13,440 10,960 13,540 16,120 

会

議

室

等 

選手控室１ 

選手控室２ 

選手控室３ 

役員控室 

幼児体育室 

アマチュア

スポーツに

使用する場

合 

１室につき110円 

その他の催

しに使用す

る場合 

１室につき280円 

第１会議室 

第２会議室 

アマチュア

スポーツに

使用する場

合 

１室につき230円 

その他の催

しに使用す

る場合 

１室につき610円 

個

人

使

用 

児童及び中学

校生徒 

普通使用 １回につき110円 

回数使用 ６回につき550円 

高等学校生徒 
普通使用 １回につき230円 

回数使用 ６回につき1,150円 

一般 
普通使用 １回につき340円 

回数使用 ６回につき1,700円 

シャワー １回につき110円  



冷暖房設備 実費を基準として市長が定める額 

別表第２の２の表貸切使用の項中「660」を「720」に、「990」を「1,080」に、

「1,330」を「1,460」に、「1,670」を「1,830」に、「1,990」を「2,180」に、

「2,660」を「2,920」に、「3,340」を「3,670」に、「4,000」を「4,400」に、

「5,340」を「5,870」に、「6,680」を「7,340」に、「8,010」を「8,810」に、

「10,690」を「11,750」に改め、同表個人使用の項中「20円」を「30円」に、「50

円」を「60円」に改め、同表備考３中「660円」を「720円」に改め、同表備考４中

「500円」を「550円」に改め、同表備考５中「3,620円」を「3,980円」に改める。 

別表第２の３の表貸切使用の項中「930円」を「1,020円」に、「1,400円」を

「1,540円」に、「1,870円」を「2,050円」に、「2,350円」を「2,580円」に、

「2,820円」を「3,100円」に、「3,750円」を「4,120円」に改め、同表個人使用の

項中「20円」を「30円」に、「40円」を「50円」に改め、同表備考１中「500円」

を「550円」に改め、同表備考２中「3,620円」を「3,980円」に改める。 

別表第２の４の表貸切使用の項中「40円」を「50円」に、「80円」を「90円」に

改める。 

別表第２の５の表の貸切使用の項中「40円」を「50円」に、「90円」を「100円」

に改め、同表備考中「500円」を「550円」に改める。 

別表第２の６の表管理棟の項中「1,060」を「1,160」に、「2,130」を「2,340」

に、「3,200」を「3,520」に改め、同表陸上競技場の項中「1,330」を「1,460」に、

「1,870」を「2,050」に、「3,200」を「3,520」に、「3,740」を「4,110」に、

「5,080」を「5,580」に、「2,670」を「2,930」に、「6,410」を「7,050」に、

「7,490」を「8,230」に、「10,170」を「11,180」に、「50円」を「60円」に、

「100円」を「110円」に改め、同表テニスコートの項中「80円」を「90円」に、

「170円」を「180円」に改め、同表備考３中「3,620円」を「3,980円」に改め、同

表備考４中「1,520円」を「1,670円」に改める。 

別表第２の７の表個人の項中「120」を「130」に、「250」を「270」に、「500」

を「550」に、「1,080」を「1,180」に、「2,250」を「2,470」に、「4,500」を

「4,950」に、「1,200」を「1,320」に、「2,500」を「2,750」に、「5,000」を

「5,500」に、同表20人以上の団体の項中「90」を「100」に、「180」を「190」に、

「370」を「400」に改め、同表家族の項中「1,010円」を「1,110円」に改め、同表



備考中「200円」を「220円」に改める。 

別表第２の８の表貸切使用の項中「40円」を「50円」に改め、同表備考中「500

円」を「550円」に改める。 

別表第２の９の表個人使用の項中「60」を「70」に、「120」を「130」に、

「240」を「260」に改め、同表貸切使用の項中「610」を「670」に、「1,220」を

「1,340」に、「390」を「420」に、「790」を「860」に改める。 

別表第２の10の表幼児及び児童の項中「60」を「70」に改め、同表中学校生徒の

項中「120」を「130」に改め、同表高等学校生徒の項中「180」を「190」に改め、

同表一般の項中「250」を「270」に改める。 

 （三船十段記念館条例の一部改正） 

第12条 三船十段記念館条例（平成18年久慈市条例第176号）の一部を次のように改

正する。 

  別表第１展示室の項中「100円」を「110円」に、「50円」を「60円」に、「150

円」を「160円」に、「200円」を「220円」に改める。 

別表第２の１の表柔道場の項を次のように改める。 

柔道

場 

円 

1,540 

円 

1,980 

円 

2,280 

円 

3,020 

円 

3,020 

円 

3,860 

円 

3,670 

円 

4,740 

円 

4,470 

円 

5,700 

円 

5,810 

円 

7,710 

別表第２の２の表会議室の項中「480円」を「520円」に、「970円」を「1,060円」

に、「360円」を「390円」に、「610円」を「670円」に改める。 

 （観光交流センター条例の一部改正） 

第13条 観光交流センター条例（平成19年久慈市条例第13号）の一部を次のように改

正する。 

別表第２市民協働ホールの項中「20円」を「30円」に、「100円」を「110円」に

改め、同表多目的ホールの項中「30円」を「40円」に、「100円」を「110円」に改

め、同表山車展示スペースの項中「100円」を「110円」に改め、同表イベントスペ

ースの項中「300円」を「330円」に改める。 

 （地域防災センター条例の一部改正） 

第14条 地域防災センター条例（平成26年久慈市条例第２号）の一部を次のように改

正する。 

別表多目的ホールの項中「740」を「810」に、「950」を「1,040」に改め、同表



会議室厨房の項中「300」を「330」に、「410」を「450」に改める。 

 （市民センター条例の一部改正） 

第15条 市民センター条例（平成28年久慈市条例第19号）の一部を次のように改正す

る。 

別表の１の表中表の部分を次のように改める。 

区分 単位 

使用料 

９時から17時まで 17時から22時まで 

４時間未満 ４時間以上 ３時間未満 ３時間以上 

大集会室 １室につき 
円 

5,290 

円 

6,610 

円 

5,290 

円 

7,040 

会議室 

和室      

研修室 

展示室 

調理室 

１室につき 1,600 2,010 1,600 2,110 

講師室 

小会議室 
１室につき 890 1,110 890 1,180 

別表の２の表、３の表及び４の表中「920」を「1,010」に、「1,200」を「1,320」

に、「380」を「410」に、「510」を「560」に改める。 

別表の５の表中表の部分を次のように改める。 

区分 単位 

使用料 

９時から12

時まで 

13時から17

時まで 

18時から22

時まで 

９時から22

時まで 

大講座室 １室につき 
円 

1,210 

円 

1,450 

円 

1,680 

円 

3,020 

中講座室 １室につき 860 1,040 1,220 2,260 

和室 １室につき 800 950 1,120 2,090 

 （情報交流センター条例の一部改正） 

第16条 情報交流センター条例（令和元年久慈市条例第４号）の一部を次のように改

正する。 



別表第２多目的室の項中「450円」を「490円」に、「550円」を「600円」に改め

る。 

 （久慈広域道の駅条例の一部改正） 

第17条 久慈広域道の駅条例（令和３年久慈市条例第22号）の一部を次のように改正

する。 

  別表第２を次のように改める。 

区分 利用料金の上限額 

多目的ホール 営利を目的としない場合 １時間までごとに560円 

営利を目的とする場合 １時間までごとに1,120円 

広域ホール 営利を目的としない場合 １時間までごとに280円 

営利を目的とする場合 １時間までごとに570円 

屋根付きイベント広場 

イベント広場 

屋外屋根付き通路 

営利を目的としない場合 10平方メートルにつき 

550円 

営利を目的とする場合 10平方メートルにつき

1,100円 

電気自動車用急速充電設備 １分までごとに60円 

  別表第３物販施設加工施設飲食施設の項中「1,730円」を「1,900円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は公布

の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条から第17条までの規定による改正後の山形総合センター条例、福祉の村条

例、老人福祉センター条例、地域農村センター条例、交流促進センター条例、夏井

農村地域交流館条例、地下水族科学館条例、平庭高原施設条例、内間木野外体験施

設条例、文化会館条例、体育施設条例、三船十段記念館条例、観光交流センター条

例、地域防災センター条例、市民センター条例、情報交流センター条例及び久慈広

域道の駅条例（以下「改正後の施設等条例」という。）の使用料及び利用料金に関

する規定は、施行日以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、

施行日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例によ



る。 

３ 改正後の施設等条例の使用料及び利用料金については、施行日前においても、改

正後の施設等条例の使用料又は利用料金に関する規定の例により、改正後の施設等

条例に定める額を徴収することができる。 

令和６年12月５日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

公の施設の使用料等を改定しようとするものである。 



議案第５号 

   老人デイサービスセンター条例等を廃止する条例 

次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) 老人デイサービスセンター条例（平成18年久慈市条例第102号） 

(2) 養護老人ホーム条例（平成18年久慈市条例第103号） 

(3) 特別養護老人ホーム条例（平成18年久慈市条例第104号） 

(4) 高齢者生活福祉センター条例（平成18年久慈市条例第107号） 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

  令和６年12月５日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一  

 提案理由 

 元気の泉デイサービスセンター、大川目地区デイサービスセンター、山根地区デイ

サービスセンター、宇部地区デイサービスセンター、山形地区デイサービスセンター、

久慈市立養寿荘、久慈市立特別養護老人ホームぎんたらす久慈及び久慈市高齢者生活

福祉センターを廃止しようとするものである。 



議案第６号 

久慈市立久慈湊小学校移転改築主体工事の請負契約の締結に関し議決を求

めることについて 

久慈市立久慈湊小学校移転改築主体工事の請負に関し、次のとおり契約を締結する

ため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第５号及び議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成18年久慈市条例第50号）第２条

の規定により、議会の議決を求める。 

１ 工 事 名 久慈市立久慈湊小学校移転改築主体工事 

２ 工事場所 久慈市旭町地内 

３ 契約金額 1,780,900,000円 

４ 受 注 者 住所 久慈市八日町一丁目20番地 

氏名 株式会社新田組 

代表取締役社長 新田 裕介 

令和６年12月５日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

久慈市立久慈湊小学校移転改築主体工事の請負契約を締結しようとするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊢ 
議案第６号参考資料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



議案第７号 

久慈市立久慈湊小学校移転改築電気設備工事の請負契約の締結に関し議決

を求めることについて 

久慈市立久慈湊小学校移転改築電気設備工事の請負に関し、次のとおり契約を締結

するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第５号及び議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成18年久慈市条例第50号）第

２条の規定により、議会の議決を求める。 

１ 工 事 名 久慈市立久慈湊小学校移転改築電気設備工事 

２ 工事場所 久慈市旭町地内 

３ 契約金額 295,570,000円 

４ 受 注 者 住所 久慈市中町一丁目46番地 

氏名 株式会社葛巻電気 

代表取締役 葛巻 泰雄 

令和６年12月５日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

久慈市立久慈湊小学校移転改築電気設備工事の請負契約を締結しようとするもので

ある。 
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議案第８号 

久慈市立久慈湊小学校移転改築機械設備工事の請負契約の締結に関し議決

を求めることについて 

久慈市立久慈湊小学校移転改築機械設備工事の請負に関し、次のとおり契約を締結

するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第５号及び議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成18年久慈市条例第50号）第

２条の規定により、議会の議決を求める。 

１ 工 事 名 久慈市立久慈湊小学校移転改築機械設備工事 

２ 工事場所 久慈市旭町地内 

３ 契約金額 327,800,000円 

４ 受 注 者 住所 久慈市大川目町第１地割67番地２ 

氏名 株式会社カネヨシ水道工業所 

代表取締役社長 嵯峨 庸肇 

令和６年12月５日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

久慈市立久慈湊小学校移転改築機械設備工事の請負契約を締結しようとするもので

ある。 

  



 

㊢ 
議案第８号参考資料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



議案第９号 

久慈市立久慈湊小学校移転改築造成工事の請負変更契約の締結に関し議決

を求めることについて 

令和６年３月22日に議会の議決を経た久慈市立久慈湊小学校移転改築造成工事の請

負契約の締結に関し、その一部を次のとおり変更するため、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第96条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（平成18年久慈市条例第50号）第２条の規定により、議会の議決を求

める。 

１ 工 事 名 久慈市立久慈湊小学校移転改築造成工事 

２ 工事場所 久慈市旭町地内 

３ 受 注 者 住所 久慈市源道第13地割21番地 

氏名 株式会社中塚工務店 

代表取締役 中塚 邦幸 

４ 変更の内容 

項目 変更前 変更後 

契約金額 347,281,000円 389,265,800円 

令和６年12月５日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

久慈市立久慈湊小学校移転改築造成工事の請負変更契約を締結しようとするもので

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

㊢ 
議案第９号参考資料 



議案第10号 

   財産の譲渡に関し議決を求めることについて 

次のとおり財産を無償譲渡するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第

１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

１ 譲渡する目的 

  社会福祉法人久慈市社会福祉事業団の事業の用に供するため 

２ 譲渡する財産 

種別 財産の所在地 細 目 数量 

土地 久慈市旭町第７地割105番地10 雑種地 8,957.57㎡ 

久慈市旭町第７地割105番地11 

久慈市旭町第７地割105番地15 

久慈市大川目町第23地割２番地４ 学校用地、畑 6,017.86㎡ 

久慈市大川目町第23地割９番地１ 

久慈市大川目町第23地割９番地３ 

久慈市大川目町第23地割９番地４ 

久慈市宇部町第５地割41番地２ 宅地 2,022.10㎡ 

建物 久慈市旭町第７地割105番地10 特別養護老人ホーム 2,316.35㎡ 

久慈市大川目町第23地割２番地４ 養護老人ホーム 1,331.70㎡ 

デイサービスセンター 285.00㎡ 

久慈市宇部町第５地割41番地２ デイサービスセンター 359.47㎡ 

３ 譲渡の相手方 

  住所 久慈市旭町第７地割105番地10 

  名称 社会福祉法人久慈市社会福祉事業団 

  令和６年12月５日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一  

 提案理由 

 社会福祉法人久慈市社会福祉事業団に事業の用に供する土地及び建物を無償譲渡し

ようとするものである。 



議案第11号 

   財産の譲渡に関し議決を求めることについて 

次のとおり財産を無償譲渡するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第

１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

１ 譲渡する目的 

  社会福祉法人山形福祉会の事業の用に供するため 

２ 譲渡する財産 

種別 財産の所在地 細 目 数量 

土地 久慈市山形町川井第12地割55番地５ 宅地 3,195.79㎡ 

久慈市山形町川井第12地割60番地５ 

久慈市山形町川井第12地割60番地６ 

建物 久慈市山形町川井第12地割55番地５ 高齢者生活福祉センター 405.47㎡ 

久慈市山形町川井第12地割60番地６ デイサービスセンター 348.12㎡ 

３ 譲渡の相手方 

  住所 久慈市山形町川井第12地割55番地１ 

  名称 社会福祉法人山形福祉会 

  令和６年12月５日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一  

 提案理由 

 社会福祉法人山形福祉会に事業の用に供する土地及び建物を無償譲渡しようとする

ものである。 



議案第12号 

   指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 

 次のとおり指定管理者の指定をするため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

244条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

公の施設の名称 指定管理者となる団体の名称 指定の期間 

久慈市交流促進センター 別嬪コンシューマーサービス

合同会社 

令和７年４月１日から 

令和10年３月31日まで 

  令和６年12月５日提出 

                         久慈市長 遠 藤 譲 一  

 提案理由 

 久慈市交流促進センターの管理を行わせるため、指定管理者の指定をしようとする

ものである。 



議案第 12 号参考資料 

指定管理者候補者「別嬪コンシューマーサービス合同会社」の概要 

 

１ 本店所在地 

  岩手県久慈市小久慈町第 18 地割３番地１ 

 

２ 会社成立年月日 

  令和６年８月 29 日 

 

３ 設立目的（事業内容） 

 （１）温泉利用施設の運営 

 （２）飲食店業 

 （３）宿泊施設の運営 

 （４）宅地建物取引業 

 （５）管工事業 

 （６）不動産の売買、貸借及びその仲介、管理並びに不動産の売買、貸借の代理 

 （７）前各号に附帯する一切の事業 

 

４ 資本金の額 

  100 万円 

 

５ 社員 

  代表社員及び業務執行社員 萩生田 正昭 

  代表社員         萩生田 清子 



議案第13号 

市道路線の認定に関し議決を求めることについて 

次の市道路線を認定するため、道路法（昭和27年法律第180号）第８条第２項の規

定により、議会の議決を求める。 

認定しようとする路線 

路線番号 路 線 名 起   点 終   点 
重要な

経過地 

1163 寺里小路２号線 
久慈市寺里第30地割

９番９号地先 

久慈市寺里第30地

割９番12号地先 

 

令和６年12月５日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一  

提案理由 

寺里小路２号線について、公共性が認められるので市道に認定しようとするもので

ある。 



議案第13号参考資料

市道山岸線

起点

終点

市道寺里線

市道寺里小路線

位置図

寺里小路２号線

延長：63.5ｍ






































